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(57)【要約】
【課題】ガスエンジンの稼働を安定的に確保することが
できる廃棄物処理システム及び廃棄物処理方法を提供す
ること。
【解決手段】廃棄物処理システム１は、ガス化炉１４で
生成された可燃性ガスとメタンガス供給部で生成された
メタンガスとを混合し、その混合された混合ガスをガス
エンジン２に燃料ガスとして供給する主ガス供給装置３
と、ガスエンジン２の必要発熱量Ｌ２よりも高い発熱量
を有する予備ガスをガスエンジン２に前記燃料ガスとし
て供給する予備ガス供給装置と、予備ガス供給装置の作
動を制御する予備ガス供給制御装置と、を有する。予備
ガス供給制御装置は、運転状態検出部により検出された
運転状態に基づいて、メタンガス供給部１０により主ガ
ス供給装置３に供給される前記メタンガスの量が不足し
ていると不足判定部が判定したときにのみガスエンジン
２への前記予備ガスの供給を開始させる予備ガス供給指
令部を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バイオマス及び廃棄物を熱分解・ガス化させて可燃性ガスを生成するガス化炉と、
　供給される燃料ガスの持つエネルギーを機械的エネルギーに変換して回収するガスエン
ジンであって、当該ガスエンジンの稼働に必要な単位体積当たりの発熱量である必要発熱
量が前記ガス化炉により生成される可燃性ガスの単位体積当たりの発熱量よりも大きいも
のと、
　前記バイオマス及び前記廃棄物のうちメタン発酵が可能なメタン発酵原料をメタン発酵
させることによりメタンガスを生成して送り出すメタンガス供給部と、
　前記ガス化炉において生成される可燃性ガスと前記メタンガス供給部から供給されるメ
タンガスとを混合して前記ガスエンジンの前記必要発熱量よりも高い発熱量を有する混合
ガスを生成し、当該混合ガスを前記ガスエンジンに前記燃料ガスとして供給する主ガス供
給装置と、
　前記必要発熱量よりも高い発熱量を有する予備ガスを前記ガスエンジンに前記燃料ガス
として供給する予備ガス供給装置と、
　前記予備ガス供給装置の作動を制御する予備ガス供給制御装置と、を備え、
　前記主ガス供給装置は、前記混合ガスの単位体積当たりの発熱量を検出する混合ガス発
熱量検出装置と、前記混合ガス発熱量検出装置により検出された前記発熱量に基づいて、
前記ガスエンジンの前記燃料ガスとして使用可能な発熱量をもつ前記混合ガスを生成する
ように前記可燃性ガスと前記メタンガスとの混合比率を調節する混合調節装置と、を有し
、当該混合調節装置は、前記混合ガス発熱量検出装置により検出された前記混合ガスの単
位体積当たりの発熱量である検出発熱量と前記必要発熱量よりも大きい基準値とを対比し
て当該基準値に当該検出発熱量を近づけるように前記可燃性ガスの前記ガスエンジンへの
量を増減させることにより前記可燃性ガスと前記ガスエンジンとの混合比率を調節する発
熱量制御部を有し、
　前記予備ガス供給制御装置は、前記主ガス供給装置の運転状態であって前記メタンガス
供給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が前記検出発熱量を前記基
準値に近づけるための量に対して不足しているか否かを判定するための運転状態を検出す
る運転状態検出部と、その検出された運転状態に基づいて前記メタンガス供給部により前
記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が不足しているか否かを判定する不足判定
部と、前記メタンガス供給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が不
足していると前記不足判定部が判定したときにのみ前記ガスエンジンへの前記予備ガスの
供給を開始させる予備ガス供給指令部と、を有する、廃棄物処理システム。
【請求項２】
　前記運転状態検出部が計測する運転状態には、前記主ガス供給装置から前記ガスエンジ
ンに供給される前記可燃性ガスの量が含まれ、前記不足判定部は、前記運転状態検出部に
より計測される前記可燃性ガスの量が予め設定された可燃性ガス下限値以下である場合に
前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が不足していると判定する、請求項１記
載の廃棄物処理システム。
【請求項３】
　前記運転状態検出部が計測する運転状態には、前記主ガス供給装置から前記ガスエンジ
ンに供給される前記メタンガスの量及び前記メタンガス供給部から前記主ガス供給装置に
供給される前記メタンガスの量の少なくとも一方が含まれ、前記不足判定部は、前記運転
状態検出部により計測される前記メタンガスの量が予め設定されたメタンガス下限値以下
である場合に前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が不足していると判定する
、請求項１記載の廃棄物処理システム。
【請求項４】
　前記予備ガス供給制御装置は、前記運転状態検出部により検出される前記主ガス供給装
置の運転状態に基づいて前記メタンガス供給部により前記主ガス供給装置に供給されるメ
タンガスの量が前記検出発熱量を前記基準値に近づけるための量に達するまで復帰したか
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否かを判定する復帰判定部をさらに備え、前記予備ガス供給指令部は、前記メタンガス供
給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が復帰したと前記復帰判定部
が判定したときに前記ガスエンジンへの前記予備ガスの供給を停止させる、請求項１～３
の何れか１項記載の廃棄物処理システム。
【請求項５】
　前記運転状態検出部が計測する運転状態には、前記主ガス供給装置から前記ガスエンジ
ンに供給される前記メタンガスの量及び前記メタンガス供給部から前記主ガス供給装置に
供給される前記メタンガスの量の少なくとも一方が含まれ、前記復帰判定部は、前記運転
状態検出部により計測された前記メタンガスの量が予め設定されたメタンガス復帰判定値
よりも高くなった場合に前記メタンガス供給部により前記主ガス供給装置に供給されるメ
タンガスの量が復帰したと判定する、請求項４記載の廃棄物処理システム。
【請求項６】
　前記予備ガス供給装置は、前記予備ガスを前記混合ガスに混合させることなく前記ガス
エンジンに供給するものであり、前記運転状態検出部が計測する運転状態には、前記主ガ
ス供給装置から前記ガスエンジンに供給される前記可燃性ガスの量が含まれ、前記復帰判
定部は前記運転状態検出部により計測された前記可燃性ガスの量が予め設定された可燃性
ガス復帰判定値よりも高くなった場合に前記メタンガス供給部により前記主ガス供給装置
に供給されるメタンガスの量が復帰したと判定する、請求項４記載の廃棄物処理システム
。
【請求項７】
　バイオマス及び廃棄物のうち熱分解・ガス化が可能なガス化原料を熱分解・ガス化させ
て可燃性ガスを生じさせるガス化工程と、
　前記バイオマス及び前記廃棄物のうちメタン発酵が可能なメタン発酵原料からメタンガ
スを生じさせるメタン発酵工程と、
　前記可燃性ガスと前記メタンガスとを混合して混合ガスを生成して当該混合ガスを、稼
働に必要な単位体積当たりの発熱量である必要発熱量が前記ガス化工程で生成される可燃
性ガスの単位体積当たりの発熱量よりも高いガスエンジンに燃料ガスとして供給する混合
供給工程と、
　前記必要発熱量よりも高い発熱量を有する予備ガスを前記ガスエンジンに供給する予備
ガス供給工程と、を備え、
　前記混合供給工程は、前記混合ガスの単位体積当たりの発熱量を検出することと、その
検出された検出発熱量と前記ガスエンジンの前記必要発熱量よりも大きい基準値とを対比
して当該基準値に当該検出発熱量を近づけるように前記可燃性ガスの前記ガスエンジンへ
の量を増減させることにより前記可燃性ガスと前記ガスエンジンとの混合比率を調節する
ことと、を含み、
　前記予備ガス供給工程は、前記主ガス供給装置の運転状態であって前記メタンガス供給
部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が前記検出発熱量を前記基準値
に近づけるための量に対して不足しているか否かを判定するための運転状態を検出するこ
とと、その検出された運転状態に基づいて前記メタンガス供給部により前記主ガス供給装
置に供給されるメタンガスの量が不足しているか否かを判定することと、前記メタンガス
供給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が不足していると判定した
ときにのみ前記ガスエンジンへの前記予備ガスの供給を開始することと、を含む、廃棄物
処理方法。
【請求項８】
　前記予備ガス供給工程は、前記主ガス供給装置の運転状態に基づいて前記メタンガス供
給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が前記検出発熱量を前記基準
値に近づけるための量に達するまで復帰したか否かを判定することと、前記メタンガス供
給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が復帰したと前記復帰判定部
が判定したときに前記ガスエンジンへの前記予備ガスの供給を停止させることと、含む請
求項７記載の廃棄物処理方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、廃棄物の燃焼により生じた排ガスの持つエネルギーを回収して発電等に利用
する廃棄物処理システム及び廃棄物処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、廃棄物処理施設において、廃棄物の燃焼により生じた排ガスのもつエネルギーを
回収する技術として、ボイラを用いたものが知られている。例えば、特許文献１に記載さ
れた廃棄物処理システムは、廃棄物の燃焼により生じた排ガスの熱により蒸気を生成する
ボイラと、当該蒸気により駆動されるタービンと、当該タービンの駆動によって発電する
発電機と、を備える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１５１４３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記廃棄物処理システムは、廃棄物の燃焼により生じた排ガスのもつエ
ネルギーを一旦蒸気の持つエネルギーに変換し、当該蒸気によってタービンを駆動するも
のであって、必ずしも良い回収効率は得られない。特に、小規模な廃棄物処理施設におい
ては、回収された熱で発生する蒸気の量が少ないため、ボイラ・タービン発電では、発電
効率が低くなってしまう。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記の課題に基づいてなされたものであり、その目的は、廃棄物の
燃焼により生じた可燃性ガスの持つエネルギーをガスエンジンで効率良く回収する廃棄物
処理システム及び廃棄物処理方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、バイオマス及び廃棄物の熱分解・ガス化により生じた可燃性ガスの持つ
エネルギーの回収効率を高めるため、バイオマス及び廃棄物の熱分解・ガス化により生じ
た可燃性ガスの持つエネルギーを直接機械的エネルギーに変換するガスエンジンによりエ
ネルギーを回収することを考えた。しかしながら、ガスエンジンでは、ガスエンジンの稼
働に一定以上の単位体積当たりの発熱量が必要とされる一方、バイオマス及び廃棄物の熱
分解・ガス化により生じた可燃性ガスの単位体積当たりの発熱量では、ガスエンジンの稼
働に必要な単位体積当たりの発熱量に満たないことが多く、この場合には、当該可燃性ガ
スは、有効利用することができず、焼却処理せざるを得ない。
【０００７】
　そこで、本発明者らは、バイオマス及び廃棄物のうちメタン発酵が可能なメタン発酵原
料をメタン発酵させて得られるメタンガスに前記可燃性ガスを混合することにより、ガス
エンジンの稼働に必要な単位体積当たりの発熱量を有する混合ガスを燃料ガスとしてガス
エンジンに供給することを考えた。前記メタンガスは、通常、ガスエンジンの稼働に必要
な発熱量よりも大きい発熱量を有するものと考えられるため、前記ガスエンジンの前記燃
料ガスとして多くの前記可燃性ガスが使用可能になることが期待される。
【０００８】
　しかしながら、例えば、前記メタン発酵原料が少なくなったり、メタン発酵させる装置
に不具合が生じたりしたときに、供給されるメタンガスの量が少なくなり、当該メタンガ
スと前記可燃性ガスとを含む前記混合ガスの単位体積当たりの発熱量がガスエンジンの稼
働に必要な発熱量に足りなくなるおそれが生じる。その結果、前記ガスエンジンが正常に



(5) JP 2019-13908 A 2019.1.31

10

20

30

40

50

稼働できなくなってしまうという問題が生じる。
【０００９】
　そこで、本発明者らは、供給されるメタンガスの量が低下しても、ガスエンジンの稼働
を安定的に確保することができる廃棄物処理システム及び廃棄物処理方法を考えた。
【００１０】
　具体的には、本発明に係る廃棄物処理システムは、バイオマス及び廃棄物を熱分解・ガ
ス化させて可燃性ガスを生成するガス化炉と、供給される燃料ガスの持つエネルギーを機
械的エネルギーに変換して回収するガスエンジンであって、当該ガスエンジンの稼働に必
要な単位体積当たりの発熱量である必要発熱量が前記ガス化炉により生成される可燃性ガ
スの単位体積当たりの発熱量よりも大きいものと、前記バイオマス及び前記廃棄物のうち
メタン発酵が可能なメタン発酵原料をメタン発酵させることによりメタンガスを生成して
送り出すメタンガス供給部と、前記ガス化炉において生成される可燃性ガスと前記メタン
ガス供給部から供給されるメタンガスとを混合して前記ガスエンジンの前記必要発熱量よ
りも高い発熱量を有する混合ガスを生成し、当該混合ガスを前記ガスエンジンに前記燃料
ガスとして供給する主ガス供給装置と、前記必要発熱量よりも高い発熱量を有する予備ガ
スを前記ガスエンジンに前記燃料ガスとして供給する予備ガス供給装置と、前記予備ガス
供給装置の作動を制御する予備ガス供給制御装置と、を備える。前記主ガス供給装置は、
前記混合ガスの単位体積当たりの発熱量を検出する混合ガス発熱量検出装置と、前記混合
ガス発熱量検出装置により検出された前記発熱量に基づいて、前記ガスエンジンの前記燃
料ガスとして使用可能な発熱量をもつ前記混合ガスを生成するように前記可燃性ガスと前
記メタンガスとの混合比率を調節する混合調節装置と、を有する。当該混合調節装置は、
前記混合ガス発熱量検出装置により検出された前記混合ガスの単位体積当たりの発熱量で
ある検出発熱量と前記必要発熱量よりも大きい基準値とを対比して当該基準値に当該検出
発熱量を近づけるように前記可燃性ガスの前記ガスエンジンへの量を増減させることによ
り前記可燃性ガスと前記ガスエンジンとの混合比率を調節する発熱量制御部を有する。前
記予備ガス供給制御装置は、前記主ガス供給装置の運転状態であって前記メタンガス供給
部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が前記検出発熱量を前記基準値
に近づけるための量に対して不足しているか否かを判定するための運転状態を検出する運
転状態検出部と、その検出された運転状態に基づいて前記メタンガス供給部により前記主
ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が不足しているか否かを判定する不足判定部と
、前記メタンガス供給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が不足し
ていると前記不足判定部が判定したときにのみ前記ガスエンジンへの前記予備ガスの供給
を開始させる予備ガス供給指令部と、を有する。
【００１１】
　上記構成によれば、廃棄物の燃焼により生じた可燃性ガスの発熱量が低くても、当該可
燃性ガスにメタン発酵により生成されたメタンガスを混合して前記ガスエンジンの燃料ガ
スとして使用可能な発熱量をもつ混合ガスを生成することで、その可燃性ガスが持つエネ
ルギーを前記ガスエンジンで効率良く回収することができる。また、前記メタンガス供給
部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が、前記混合ガスの前記検出発
熱量を前記基準値に近づけるための量に対して不足しているときに、前記予備ガスの供給
が開始されるので、ガスエンジンの稼働を安定的に確保することができる。また、前記予
備ガスの供給は、前記メタンガスの量が不足した場合のみに開始されるので、前記ガスエ
ンジンの稼働を確保するための前記予備ガスの使用量を削減することができる。特に、輸
入されているＬＮＧを原料とする都市ガスなどの前記予備ガスは、バイオマスや廃棄物か
ら生成される前記メタンガスに比べて高価であるので、前記予備ガスの供給を前記メタン
ガスが不足した場合のみ開始することにより、コストを削減することができる。
【００１２】
　上記構成において、前記運転状態検出部が計測する運転状態には、前記主ガス供給装置
から前記ガスエンジンに供給される前記可燃性ガスの量が含まれてもよい。前記不足判定
部は、前記運転状態検出部により計測される前記可燃性ガスの量が予め設定された可燃性
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ガス下限値以下である場合に前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が不足して
いると判定してもよい。
【００１３】
　上記の構成によれば、前記可燃性ガスの量が前記可燃性ガス下限値以下である場合に前
記予備ガスの供給が開始されるようになるので、前記ガスエンジンの稼働を安定的に確保
することができる。また、前記可燃性ガスの量が前記可燃性ガス下限値よりも高いときは
、前記予備ガスの供給が開始されないので、前記ガスエンジンの稼働を確保するための前
記予備ガスの使用量を削減することができる。このように、前記可燃性ガスの量に基づい
て前記メタンガスの量が不足しているか否かの判定が可能なのは、前記メタンガスの量が
低下して前記混合ガスの前記検出発熱量が前記基準値よりも低くなると、前記可燃性ガス
の量が低下していくように前記混合ガスの前記混合比率が前記発熱量制御部によって調節
されるためである。また、前記メタンガスの量が低下しているにも関わらず、前記混合ガ
スの前記検出発熱量が前記基準値を満たしているときに、前記予備ガスが供給されてしま
うことを防ぐこともできる。例えば、前記可燃性ガスの単位体積当たりの発熱量が大きく
なると、前記メタンガスの量が低下していても、前記混合ガスの前記検出発熱量が前記基
準値を満たすことができるようになる。そのため、前記混合ガスの前記検出発熱量が前記
基準値を満たしているにも関わらず、前記メタンガスの量が低下している状態が起こり得
る。このような場合に、前記予備ガスが供給されてしまうことを防ぐことができる。
【００１４】
　上記構成において、前記運転状態検出部が計測する運転状態には、前記主ガス供給装置
から前記ガスエンジンに供給される前記メタンガスの量及び前記メタンガス供給部から前
記主ガス供給装置に供給される前記メタンガスの量の少なくとも一方が含まれてもよい。
前記不足判定部は、前記運転状態検出部により計測される前記メタンガスの量が予め設定
されたメタンガス下限値以下である場合に前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの
量が不足していると判定してもよい。
【００１５】
　この構成では、前記メタンガスの量に基づいて直接的に前記メタンガスの量が不足して
いるか否かが判定されるので、前記メタンガスの量が不足しているときは確実に前記予備
ガスの供給が開始されるようになる。そのため、前記ガスエンジンの稼働を安定的に確保
することができる。また、前記メタンガスの量が、前記メタンガス下限値よりも高いとき
は、前記予備ガスの供給が開始されないので、前記ガスエンジンの稼働を確保するための
前記予備ガスの使用量を削減することができる。さらに、前記可燃性ガスの量が低下して
いるにも関わらず、前記混合ガスの前記検出発熱量が前記基準値を満たしているときに、
前記予備ガスが供給されてしまうことを防ぐこともできる。例えば、ガス化炉の稼働が停
止したり、前記混合調節装置に不具合が生じたりすると、前記ガス化炉から前記主ガス供
給装置に供給される前記可燃性ガスの量が減少する。このような場合は、前記メタンガス
の量は低下しておらず、前記混合ガスの前記検出発熱量は前記基準値を満たしている状態
と考えられるため、このような場合に、前記予備ガスが供給されてしまうことを防ぐこと
ができる。
【００１６】
　上記構成において、前記予備ガス供給制御装置は、前記運転状態検出部により検出され
る前記主ガス供給装置の運転状態に基づいて前記メタンガス供給部により前記主ガス供給
装置に供給されるメタンガスの量が前記検出発熱量を前記基準値に近づけるための量に達
するまで復帰したか否かを判定する復帰判定部をさらに備えてもよい。前記予備ガス供給
指令部は、前記メタンガス供給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量
が復帰したと前記復帰判定部が判定したときに前記ガスエンジンへの前記予備ガスの供給
を停止させてもよい。
【００１７】
　この構成によれば、前記メタンガス供給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタ
ンガスの量が復帰したときに、前記ガスエンジンへの前記予備ガスの供給が停止されるの
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で、ガスエンジンの稼働を安定的に確保するための予備ガスの使用量を最小限に抑えるこ
とができる。
【００１８】
　上記構成において、前記運転状態検出部が計測する運転状態には、前記主ガス供給装置
から前記ガスエンジンに供給される前記メタンガスの量及び前記メタンガス供給部から前
記主ガス供給装置に供給される前記メタンガスの量の少なくとも一方が含まれてもよい。
前記復帰判定部は、前記運転状態検出部により計測された前記メタンガスの量が予め設定
されたメタンガス復帰判定値よりも高くなった場合に、前記メタンガス供給部により前記
主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が復帰したと判定してもよい。
【００１９】
　この構成によれば、前記メタンガスの量が予め設定されたメタンガス復帰判定値よりも
高くなったときに、前記予備ガスの供給が停止されるので、前記ガスエンジンの稼働を確
保するための前記予備ガスの使用量を最小限に抑えることができる。また、復帰判定部に
よる前記判定は、前記メタンガスの量に基づいて直接的に行われるので、前記メタンガス
の量が復帰したにも関わらず、前記予備ガスの供給が停止されないことを確実に防ぐこと
ができる。
【００２０】
　上記構成において、前記予備ガス供給装置は、前記予備ガスを前記混合ガスに混合させ
ることなく前記ガスエンジンに供給するものであり、前記運転状態検出部が計測する運転
状態には、前記主ガス供給装置から前記ガスエンジンに供給される前記可燃性ガスの量が
含まれてもよい。前記復帰判定部は前記運転状態検出部により計測された前記可燃性ガス
の量が予め設定された可燃性ガス復帰判定値よりも高くなった場合に前記メタンガス供給
部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が復帰したと判定してもよい。
【００２１】
　この構成によれば、前記予備ガスは前記混合ガスに混合させることなく前記ガスエンジ
ンに供給されるので、前記予備ガスの単位体積当たりの発熱量は前記混合ガスの前記検出
発熱量に加算されなくなり、前記メタンガスの量が前記混合ガスの前記検出発熱量を前記
基準値に対して近づけるための量に対して充足しているか否かの判定に前記予備ガスが影
響することを防ぐことができる。そのため、前記復帰判定部は、前記メタンガスの量が復
帰しているか否かの前記判定を正確に行うことができるようになる。また、前記予備ガス
が供給されている間、前記可燃性ガスの量は前記メタンガスの量が増加するにつれて増加
していくように前記混合ガスの前記混合比率が調節されるので、前記復帰判定部は、前記
可燃性ガスの量に基づいて前記メタンガスの量が復帰したか否かの判定を行うことが可能
になる。そこで、上記の構成では、さらに、前記可燃性ガスの量が予め設定された可燃性
ガス復帰判定値よりも高くなった場合に、前記予備ガスの供給を停止するようにした。
【００２２】
　本発明に係る廃棄物処理方法は、バイオマス及び廃棄物のうち熱分解・ガス化が可能な
ガス化原料を熱分解・ガス化させて可燃性ガスを生じさせるガス化工程と、前記バイオマ
ス及び前記廃棄物のうちメタン発酵が可能なメタン発酵原料からメタンガスを生じさせる
メタン発酵工程と、前記可燃性ガスと前記メタンガスとを混合して混合ガスを生成して当
該混合ガスを、稼働に必要な単位体積当たりの発熱量である必要発熱量が前記ガス化工程
で生成される可燃性ガスの単位体積当たりの発熱量よりも高いガスエンジンに燃料ガスと
して供給する混合供給工程と、前記必要発熱量よりも高い発熱量を有する予備ガスをガス
エンジンに供給する予備ガス供給工程と、を備える。前記混合供給工程は、前記混合ガス
の単位体積当たりの発熱量を検出することと、その検出された検出発熱量と前記ガスエン
ジンの前記必要発熱量よりも大きい基準値とを対比して当該基準値に当該検出発熱量を近
づけるように前記可燃性ガスの前記ガスエンジンへの量を増減させることにより前記可燃
性ガスと前記ガスエンジンとの混合比率を調節することと、を含む。前記予備ガス供給工
程は、前記主ガス供給装置の運転状態であって前記メタンガス供給部により前記主ガス供
給装置に供給されるメタンガスの量が前記検出発熱量を前記基準値に近づけるための量に
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対して不足しているか否かを判定するための運転状態を検出することと、その検出された
運転状態に基づいて前記メタンガス供給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタン
ガスの量が不足しているか否かを判定することと、前記メタンガス供給部により前記主ガ
ス供給装置に供給されるメタンガスの量が不足していると判定したときにのみ前記ガスエ
ンジンへの前記予備ガスの供給を開始することと、を含む。
【００２３】
　この構成によれば、廃棄物の燃焼により生じた可燃性ガスの発熱量が低くても、当該可
燃性ガスにメタン発酵により生成されたメタンガスを混合して前記ガスエンジンの燃料ガ
スとして使用可能な発熱量をもつ混合ガスを生成することで、その可燃性ガスが持つエネ
ルギーを前記ガスエンジンで効率良く回収することができる。また、供給されるメタンガ
スの量が、前記混合ガスの前記検出発熱量を前記基準値に近づけるための量に対して不足
しているときに、前記予備ガスの供給が開始されるので、ガスエンジンの稼働を安定的に
確保することができる。また、前記予備ガスの供給は、前記メタンガスの量が不足してい
るときにのみに行われるので、前記ガスエンジンの稼働を確保するための前記予備ガスの
使用量を削減することができる。特に、輸入されているＬＮＧを原料とする都市ガスなど
の前記予備ガスは、バイオマスや廃棄物から生成される前記メタンガスに比べて高価であ
るので、前記予備ガスの供給を前記メタンガスが不足しているときにのみ行うことにより
、コストを削減することができる。
【００２４】
　上記構成において、前記予備ガス供給工程は、前記主ガス供給装置の運転状態に基づい
て前記メタンガス供給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が前記検
出発熱量を前記基準値に近づけるための量に達するまで復帰したか否かを判定することと
、前記メタンガス供給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が復帰し
たと前記復帰判定部が判定したときに前記ガスエンジンへの前記予備ガスの供給を停止さ
せることと、を含んでもよい。
【００２５】
　この構成によれば、供給されるメタンガスの量が復帰したときに、前記ガスエンジンへ
の前記予備ガスの供給が停止されるので、ガスエンジンの稼働を安定的に確保するための
予備ガスの使用量を最小限に抑えることができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、廃棄物の燃焼により生じた可燃性ガスの持つエネルギーをガスエンジ
ンで効率良く回収することができるとともに、供給されるメタンガスの量が低下してもガ
スエンジンの稼働を安定的に確保することができ、かつ、ガスエンジンの稼働を確保する
ための予備ガスの使用量を削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第１実施形態の廃棄物処理システムの概略構成図である。
【図２】本発明の第１実施形態の廃棄物処理システムの主ガス供給装置の計測ユニットと
予備ガス供給制御装置における処理の流れを示すフローチャートである。
【図３】本発明の第１実施形態に係る廃棄物処理システムの混合ガスの単位体積当たりの
発熱量の時間変化と、これに伴って増減される可燃性ガスの供給流量の時間変化と、予備
ガスの供給流量の時間変化の例を示すグラフである。
【図４】本発明の第２実施形態の廃棄物処理システムの概略構成図である。
【図５】本発明の第３実施形態の廃棄物処理システムの概略構成図である。
【図６】本発明の第４実施形態の廃棄物処理システムの概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の第１実施形態について、図面を参照しながら説明する。但し、以下で参
照する各図は、説明の便宜上、本発明の各実施形態に係る廃棄物処理システムを説明する
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ために必要となる主要な構成要素を簡略化して示したものである。したがって、本発明の
各実施形態に係る廃棄物処理システムは、本明細書が参照する各図に示されていない任意
の構成要素を備え得る。
【００２９】
　図１は、廃棄物処理システム１の概略構成図である。廃棄物処理システム１は、ガスエ
ンジン２と、ガス化炉１４と、メタンガス供給部１０と、主ガス供給装置３と、予備ガス
供給装置３０と、予備ガス供給制御装置３２と、不純物除去装置１５と、焼却炉４と、熱
回収装置５と、発電装置６と、排ガス処理装置８と、を備える。
【００３０】
　ガスエンジン２は、これに供給される燃料ガスが持つエネルギーを機械的エネルギーに
変換して回収する。具体的に、ガスエンジン２は、燃料ガスを内部に収めるシリンダーと
、燃料ガスの燃焼により生じたガスが膨張することによりシリンダー内を往復運動するピ
ストンと、ピストンの往復運動を回転力に変換するクランクと、を有する。ガスエンジン
２としては、ガスエンジン２の稼働に必要な単位体積当たりの発熱量である必要発熱量Ｌ
２がガス化炉１４により生成される可燃性ガスの単位体積当たりの発熱量よりも大きいも
のが使用される。ガスエンジン２には、発電機（図示省略）が接続されており、前記回転
力によって発電機を回転させることにより、発電機に発電させる。ガスエンジン２で生じ
た排気ガスは、熱回収装置５に送られる。
【００３１】
　ガス化炉１４は、バイオマス及び廃棄物のうち熱分解及びガス化が可能な成分に分別さ
れたガス化原料１２を熱分解・ガス化させることにより、一酸化炭素や水素を含む可燃性
ガスを生成する。生成された可燃性ガスは主ガス供給装置３と焼却炉４とに分配される。
ガス化原料１２に対し、好ましくは、熱回収装置５から乾燥用熱源として供給される熱に
よる乾燥処理が事前に行われる。これにより、ガス化原料１２に含まれる脱水ケーキや木
質バイオマス等の発熱量が低い成分がガス化炉１４へ供給される前に予め乾燥され、これ
によりガス化しやすくなる。ガス化炉１４は、可燃性ガスや不純物を焼却処理できるもの
であれば、いずれのものでもよく、例えば、流動床式炉、ストーカ式炉、ロータリキルン
炉などを採用することができる。
【００３２】
　メタンガス供給部１０は、バイオマス及び廃棄物のうちメタン発酵可能な成分に分別さ
れたメタン発酵原料９をメタン発酵させることによりメタンガスを生成するメタン発酵槽
を備える。メタンガス供給部１０は、メタン発酵層内で生成された前記メタンガスを主ガ
ス供給装置３に供給する。メタン発酵原料９は、メタンガス供給部１０におけるメタン発
酵処理が停止している場合はガス化炉１４に供給される。これにより、メタンガス供給部
１０で何らかのトラブルが発生し、メタン発酵処理を停止せざるを得ない場合であっても
、廃棄物であるメタン発酵原料をガス化炉１４で処理することができるので、メタン発酵
原料９が不必要にメタン発酵原料保管庫に溜まってしまうことが防止される。
【００３３】
　メタンガス供給部１０においてメタン発酵により生じた発酵残渣はガス化原料１２に導
入される。メタン発酵については、水分９０～９５％程度の液体で発酵させる湿式法と、
水分６０～８５％程度の半固形状態で発酵させる乾式法のいずれの方式を採用してもよく
、発酵温度が３７℃付近の中温発酵法と、発酵温度が５５℃付近の高温発酵法のいずれの
発酵法を採用してもよい。
【００３４】
　メタンガス供給部１０には、好ましくは、熱回収装置５にて回収された熱が供給される
。メタン発酵原料９が中温発酵法により処理される場合は、メタンガス供給部１０内を３
７℃付近に保つような熱の供給が行われる。メタン発酵原料９が高温発酵法により処理さ
れる場合は、メタンガス供給部１０内を５５℃付近に保つような熱の供給が行われる。
【００３５】
　主ガス供給装置３は、ガス化炉１４により送られた可燃性ガスとメタンガス供給部１０
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により送られたメタンガスとを混合位置１１にて混合し、これによりガスエンジン２の稼
働に必要な単位体積当たりの発熱量である必要発熱量Ｌ２よりも高い発熱量を有する混合
ガスを生成し、当該混合ガスをガスエンジン２に前記燃料ガスとして供給する。具体的に
、主ガス供給装置３は、ガス化炉１４で生成された前記可燃性ガスが主ガス供給装置３に
流れる流量を調節する可燃性ガス流量調節バルブ１６と、前記可燃性ガスに含まれる不純
物を除去する不純物除去装置１５と、可燃性ガス流量調節バルブ１６の開度を調節するた
めの制御信号を可燃性ガス流量調節バルブ１６に入力する計測制御ユニット１７と、を有
する。
【００３６】
　可燃性ガス流量調節バルブ１６は、計測制御ユニット１７からの制御信号の入力を受け
て開閉作動し、これにより、ガス化炉１４から排出される前記可燃性ガスのうち不純物除
去装置１５を通じて混合位置１１に供給される可燃性ガスの流量を変化させる。この流量
の変化によって、混合位置１１における前記可燃性ガスと前記メタンガスとの混合比率の
調節を行うことが可能である。
【００３７】
　不純物除去装置１５は、ガス化炉１４から可燃性ガス流量調節バルブ１６を通じて送ら
れた前記可燃性ガスに含まれるガス以外の不純物を、前記可燃性ガスと前記メタンガスと
が混合位置１１において混合される前に分離して除去する。可燃性ガスから不純物を分離
する手段には、可燃性ガスに回転運動を与え遠心力を利用して不純物を分離するサイクロ
ンや、可燃性ガスを洗浄することにより不純物を分離するスクラバ等が採用される。可燃
性ガスから分離された不純物は焼却炉４に送られる。尚、主ガス供給装置３は、不純物除
去装置１５を備えていなくてもよい。
【００３８】
　計測制御ユニット１７は、混合位置１１からガスエンジン２に送られる混合ガスに含ま
れる各成分の濃度を計測する濃度計測部２０と、濃度計測部２０により計測された各成分
の濃度に基づいて混合ガスの単位体積当たりの発熱量を演算する発熱量演算部２１と、発
熱量演算部２１により演算される発熱量を予め設定された基準値Ｌ１に近づけるように前
記混合比率を調節すべく可燃性ガス流量調節バルブ１６を操作する発熱量制御部２２と、
を有する。基準値Ｌ１は、ガスエンジン２が稼働する最低限の単位体積当たりの発熱量で
ある必要発熱量Ｌ２よりも高く設定される。例えば、基準値Ｌ１は、ガスエンジン２が稼
働する最低限の単位体積当たりの発熱量である必要発熱量Ｌ２が４ＭＪ／Ｎｍ３である場
合、６ＭＪ／Ｎｍ３程度に設定されることが好ましい。
【００３９】
　濃度計測部２０は、前記混合ガスに含まれる各成分の濃度を連続して計測する。濃度計
測部２０は、前記混合ガスの各成分の濃度を連続して計測することができるものであれば
よく、通常のガス成分連続分析計を採用することが可能である。
【００４０】
　濃度計測部２０及び発熱量演算部２１は、前記混合ガスの単位体積当たりの発熱量を検
出する混合ガス発熱量検出装置２６を構成する。発熱量制御部２２及び可燃性ガス流量調
節バルブ１６は、混合ガス発熱量検出装置２６により検出された検出発熱量に基づいて、
ガスエンジン２の前記燃料ガスとして使用可能な発熱量をもつ前記混合ガスを生成するよ
うに前記可燃性ガスと前記メタンガスとの混合比率を調節する混合調節装置２５を構成す
る。
【００４１】
　予備ガス供給装置３０は、ガスエンジン２の必要発熱量Ｌ２よりも高い発熱量を有する
予備ガスを主ガス供給装置３を通してガスエンジン２に供給する予備ガス開閉バルブ３１
を有する。予備ガス開閉バルブ３１は、予備ガス供給制御装置からの制御信号の入力を受
けて開閉動作する。これにより、前記予備ガスの主ガス供給装置３への供給および停止を
行っている。また、予備ガス開閉バルブ３１は、前記予備ガスの流量を調節できるように
構成されていてもよい。前記予備ガスは、主ガス供給装置３の混合位置１１において前記
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可燃性ガスと前記メタンガスとともに混合されて前記混合ガスとなり、ガスエンジン２に
前記燃料ガスとして供給される。前記予備ガスは、前記メタン発酵槽内でメタン発酵によ
り生成されるメタンガス以外のガスであって、ガスエンジン２の必要発熱量Ｌ２よりも高
い発熱量を有するガスであればいずれのものでもよい。例えば、前記予備ガスは、都市ガ
スやプロパンガスを挙げることができる。
【００４２】
　予備ガス供給制御装置３２は、予備ガス供給装置３０の作動を制御する。予備ガス供給
制御装置３２は、運転状態検出部３３と、不足判定部３４と、復帰判定部３５と、予備ガ
ス供給指令部３６と、を有する。
【００４３】
　運転状態検出部３３は、主ガス供給装置３の運転状態であってメタンガス供給部１０に
より主ガス供給装置３に供給されるメタンガスの流量が前記検出発熱量を基準値Ｌ１に近
づけるための流量に対して不足しているか否かを判定するための運転状態を検出する。運
転状態には、主ガス供給装置３からガスエンジン２に供給される前記可燃性ガスの流量と
、メタンガス供給部１０から主ガス供給装置３に供給される前記メタンガスの流量と、が
含まれる。前記メタンガスの流量と前記可燃性ガスの流量は、単位時間当たりに移動する
体積の量と質量の量のいずれであってもよい。
【００４４】
　運転状態検出部３３は、主ガス供給装置３からガスエンジン２に供給される前記可燃性
ガスの流量を連続的に測定することができる可燃性ガス流量計３３ａと、メタンガス供給
部１０から主ガス供給装置３に供給される前記メタンガスの流量を連続的に測定すること
ができるメタンガス流量計３３ｂと、を有する。可燃性ガス流量計３３ａは、不純物除去
装置１５と混合位置１１との間に配置されている。メタンガス流量計３３ｂは、メタンガ
ス供給部１０と混合位置１１との間に配置されている。
【００４５】
　尚、前記メタンガスの流量の測定位置は、混合位置１１とガスエンジン２との間であっ
てもよい。しかしながら、前記メタンガスの流量の測定位置がメタンガス供給部１０と混
合位置１１との間にある場合、混合位置１１において前記可燃性ガスと混合される前に前
記メタンガスの流量を測定することができるため、測定誤差が生じにくく好ましい。
【００４６】
　不足判定部３４は、運転状態検出部３３により検出された主ガス供給装置３の運転状態
に基づいてメタンガス供給部１０により主ガス供給装置３に供給される前記メタンガスの
流量が不足しているか否かを判定する。本実施形態では、不足判定部３４は、運転状態検
出部３３の可燃性ガス流量計３３ａにより計測された前記可燃性ガスの流量が予め設定さ
れた可燃性ガス下限値Ｌ３以下である場合に主ガス供給装置３に供給される前記メタンガ
スの流量が不足していると判定する。可燃性ガス下限値Ｌ３とは、主ガス供給装置３から
ガスエンジン２に供給される前記可燃性ガスの流量がこれ以上少なくなると、メタンガス
供給部１０により主ガス供給装置３に供給される前記メタンガスの流量が、前記検出発熱
量を基準値Ｌ１に近づけるための流量に対して不足してしまうときの前記可燃性ガスの流
量を意味する。
【００４７】
　復帰判定部３５は、運転状態検出部３３により検出された主ガス供給装置３の運転状態
に基づいてメタンガス供給部１０により主ガス供給装置３に供給される前記メタンガスの
流量が前記検出発熱量を基準値Ｌ１に近づけるための流量に達するまで復帰したか否かを
判定する。復帰判定部３５における前記運転状態には、メタンガス供給部１０から主ガス
供給装置３に供給される前記メタンガスの流量が含まれる。本実施形態では、復帰判定部
３５は、運転状態検出部３３のメタンガス流量計３３ｂにより計測された前記メタンガス
の流量が予め設定されたメタンガス復帰判定値よりも高くなった場合にメタンガス供給部
１０により主ガス供給装置３に供給されるメタンガスの流量が復帰したと判定する。
【００４８】
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　予備ガス供給指令部３６は、不足判定部３４の判定結果に基づいて予備ガス開閉バルブ
３１の流路を開く指令である制御信号を予備ガス開閉バルブ３１に入力する。また、予備
ガス供給指令部３６は、復帰判定部３５の判定結果に基づいて予備ガス開閉バルブ３１の
流路を閉じる指令である制御信号を予備ガス開閉バルブ３１に入力する。
【００４９】
　焼却炉４は、ガス化炉１４で生成された可燃性ガスのうちの余剰分（ガスエンジン２に
供給される可燃性ガスを除く残りの部分）や、不純物除去装置１５で可燃性ガスから分離
された不純物を焼却処理する。焼却炉４には、例えば、旋回式溶融炉が用いられる。
【００５０】
　熱回収装置５は、ガスエンジン２から放出される熱や焼却炉４からの排気ガスや不純物
除去装置１５からのスクラバ凝縮水の持つ熱を回収するものであり、例えば前記排気ガス
及び前記スクラバ凝縮水と冷却媒体との間で熱交換を行わせる熱交換器を備えている。熱
回収装置５は、排気ガスとスクラバ凝縮水の熱エネルギーを蒸気や温水の熱エネルギーに
変換して回収し、メタンガス供給部１０及びガス化原料１２の熱源として利用される。ま
た、当該熱エネルギーによって蒸気を生成する等して発電装置６を構成するタービンに駆
動力を供給し、発電を行わせる。
【００５１】
　排ガス処理装置８は、例えばバグフィルタからなり、熱回収装置５により熱回収された
後の排ガス中に含まれる粉塵や酸性ガスを除去する。排ガス処理装置８で処理された後の
排ガスは、送風機２３に吸引され、煙突２４を通じて大気へ放出される。
【００５２】
　次に、上記のように構成された廃棄物処理システム１を利用して、バイオマス及び廃棄
物の燃焼より生じた排ガスの持つエネルギーを回収して発電等に利用する廃棄物処理方法
を説明する。
【００５３】
　この廃棄物処理システム１の運転にあたっては、事前に、バイオマス及び廃棄物をメタ
ン発酵可能な成分を含むメタン発酵原料９と熱分解及びガス化が可能な成分を含むガス化
原料１２とに分別する分別工程が行われる。当該分別は、バイオマス及び廃棄物の比重、
体積および粒径などの大きさ、含水率、および生物による生分解性などの観点から行うこ
とができる。さらに、分別されたガス化原料１２から金属類などのガス化しにくい廃棄物
が予め除去されてもよい。尚、廃棄物処理システム１は、前記分別工程を行う分別装置を
備えていてもよい。
【００５４】
　分別工程が終了すると、ガス化原料１２をガス化炉１４において熱分解・ガス化させて
可燃性ガスを生成させるガス化工程が行われる。生成した可燃性ガスは、主ガス供給装置
３と焼却炉４に向けて分配される。主ガス供給装置３に向けて分配された前記可燃性ガス
は、可燃性ガス流量調節バルブ１６を通って不純物除去装置１５に流入する。
【００５５】
　一方、ガス化工程と同時に、メタンガス供給部１０のメタン発酵槽内においてメタン発
酵原料９からメタンガスを生じさせるメタン発酵工程が行われる。生じたメタンガスは、
メタンガス供給部１０から主ガス供給装置３に供給される。
【００５６】
　ガス化工程とメタン発酵工程とが終了すると、混合供給工程と予備ガス供給工程とが同
時に行われる。混合供給工程では、前記可燃性ガスと前記メタンガスとが混合位置１１に
おいて混合され、生成した混合ガスがガスエンジン２に燃料ガスとして供給される。また
、混合供給工程では、前記混合ガスの混合比率が調節される。具体的には、前記混合ガス
の単位体積当たりの発熱量が検出され、その検出された検出発熱量とガスエンジン２の必
要発熱量Ｌ２よりも大きい基準値Ｌ１とを対比して基準値Ｌ１に当該検出発熱量を近づけ
るように前記可燃性ガスと前記メタンガスとの混合比率が調節される。前記混合比率の調
節は、ガス化炉１４から主ガス供給装置に送られる前記可燃性ガスの流量を可燃性ガス流
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量調節バルブ１６によって調節することにより行われる。
【００５７】
　予備ガス供給工程では、ガスエンジン２の必要発熱量Ｌ２よりも高い発熱量を有する予
備ガスが主ガス供給装置３を通してガスエンジン２に前記燃料ガスとして供給される。前
記予備ガスの供給は、例えば、メタン発酵原料９が少なくなったり、メタンガス供給部１
０に不具合が生じたりすることにより、メタンガス供給部１０から主ガス供給装置３に供
給される前記メタンガスの流量が減少し、そのメタンガスと前記可燃性ガスとが混合され
た前記混合ガスの前記検出発熱量では、ガスエンジン２を十分に稼働させることができな
くなる可能性がある場合にのみ行われる。具体的には、図２に示すように、主ガス供給装
置３の計測制御ユニット１７による制御と、予備ガス供給制御装置３２による制御と、が
行われる。
【００５８】
　次に、主ガス供給装置３の計測制御ユニット１７と予備ガス供給制御装置３２における
処理の流れを示すフローチャートである図２を参照し、混合供給工程における前記混合ガ
スの混合比率の調節と、予備ガス供給工程における前記予備ガスの供給開始および供給停
止について説明する。
【００５９】
　ステップＳ１では、濃度計測部２０が、混合位置１１において前記メタンガスと前記可
燃性ガスとが混合された前記混合ガスに含まれる各成分の濃度を連続して計測する。
【００６０】
　ステップＳ２では、発熱量演算部２１が、濃度計測部２０から受け取った濃度データに
基づいて混合ガスの単位体積当たりの発熱量である検出発熱量を算出する。具体的には、
各成分の濃度から各成分の単位体積当たりの発熱量が算出され、これらの発熱量が合算さ
れることにより前記混合ガスの単位体積当たりの発熱量が算出される。尚、発熱量演算部
２１は、前記混合ガスに含まれる成分のうちいずれか１つの濃度（例えば、一酸化炭素）
に基づいて前記混合ガスの単位体積当たりの発熱量を算出するようにしてもよい。
【００６１】
　ステップＳ３では、発熱量制御部２２が、発熱量演算部２１により算定された混合ガス
の単位体積当たりの発熱量が予め設定された基準値Ｌ１よりも高いか低いかを判定する。
【００６２】
　ステップＳ４は、ステップＳ３において発熱量演算部２１で算出された混合ガスの単位
体積当たりの発熱量である前記検出発熱量が基準値Ｌ１よりも高いと判定された場合に行
われる。具体的には、ステップＳ４では、発熱量制御部２２が、前記混合ガスの前記検出
発熱量を基準値Ｌ１に近づけるようにガス化炉１４から主ガス供給装置３に供給される可
燃性ガスの流量を増やすべく、可燃性ガス流量調節バルブ１６の開度を増大させる制御信
号を可燃性ガス流量調節バルブ１６に入力する。その結果、可燃性ガス流量調節バルブ１
６は、その開度を増大させ、主ガス供給装置３からガスエンジン２へ供給される可燃性ガ
スの流量が増加する。
【００６３】
　ステップＳ５は、ステップＳ３において発熱量演算部２１で算出された混合ガスの単位
体積当たりの前記検出発熱量が基準値Ｌ１よりも低いと判定された場合に行われる。具体
的には、ステップＳ５では、発熱量制御部２２が、前記混合ガスの前記検出発熱量を基準
値Ｌ１に近づけるようにガス化炉１４から主ガス供給装置３に供給される可燃性ガスの流
量を減らすべく、可燃性ガス流量調節バルブ１６の開度を減少させる制御信号を可燃性ガ
ス流量調節バルブ１６に入力する。その結果、可燃性ガス流量調節バルブ１６は、その開
度を減少させ、主ガス供給装置３からガスエンジン２に供給される可燃性ガスの流量が減
少する。
【００６４】
　尚、ステップＳ４とステップＳ５における前記混合ガスの前記検出発熱量の基準値Ｌ１
からの増減については、その変化率に制限（例えば１％／分）を与えながら、当該発熱量
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を予め設定された上限及び下限の間の範囲に収めるように行われることが、好ましい。こ
れにより、ガスエンジン２の安定した運転が可能になる。
【００６５】
　ステップＳ６では、不足判定部３４が、運転状態検出部３３の可燃性ガス流量計３３ａ
によって測定された前記可燃性ガスの流量が可燃性ガス下限値Ｌ３以下であるか否かを判
定する。前記可燃性ガスの流量が可燃性ガス下限値Ｌ３よりも高いと判断されると、処理
がステップＳ１に戻される。
【００６６】
　ステップＳ７は、ステップＳ６において運転状態検出部３３の可燃性ガス流量計３３ａ
により測定された前記可燃性ガスの流量が可燃性ガス下限値Ｌ３以下であると判断された
場合に行われる。ステップＳ７では、予備ガス供給指令部３６が、予備ガス開閉バルブ３
１の流路を開く指令である制御信号を予備ガス開閉バルブ３１に入力する。その結果、予
備ガス開閉バルブ３１の流路が開かれ、予備ガス供給装置３０から主ガス供給装置３に前
記予備ガスが供給される。主ガス供給装置３に供給された前記予備ガスは、混合位置１１
において前記可燃性ガス及び前記メタンガスと混合されて前記混合ガスとなり、前記燃料
ガスとしてガスエンジン２へ供給される。その後、処理がステップＳ１に戻される。
【００６７】
　ステップＳ８では、復帰判定部３５が、運転状態検出部３３のメタンガス流量計３３ｂ
によって測定された前記メタンガスの流量が前記メタンガス復帰判定値よりも高いか否か
を判定する。前記メタンガスの流量が前記メタンガス復帰判定値以下であると判断される
と、処理がステップＳ１に戻される。
【００６８】
　ステップＳ９は、ステップＳ８において運転状態検出部３３のメタンガス流量計３３ｂ
により測定された前記メタンガスの流量が前記メタンガス復帰判定値よりも高いと判断さ
れた場合に行われる。ステップＳ９では、予備ガス供給指令部３６が、予備ガス開閉バル
ブ３１の流路を閉じる指令である制御信号を予備ガス開閉バルブ３１に入力する。その結
果、予備ガス開閉バルブ３１の流路が閉じられ、前記予備ガスの供給が停止される。その
後、処理がステップＳ１に戻される。
【００６９】
　図３は、廃棄物処理システム１の混合ガスの単位体積当たりの発熱量の時間変化と、こ
れに伴って増減される可燃性ガスの供給流量（ガス化炉１４から可燃性ガス流量調節バル
ブ１６を通じてガスエンジン２に供給される可燃性ガスの流量）の時間変化と、予備ガス
の供給流量（予備ガス供給装置３０から主ガス供給装置３を通じてガスエンジン２に供給
される予備ガスの流量）の時間変化の例を示すグラフである。
【００７０】
　図３に示すように、混合ガスの単位体積当たりの発熱量である前記検出発熱量が基準値
Ｌ１（ガスエンジン２が稼働する単位体積当たりの発熱量よりも十分大きな値）よりも大
きい場合（例えば、２０ＭＪ／Ｎｍ３）、発熱量制御部２２は、ガス化炉１４から主ガス
供給装置３に供給される可燃性ガスの流量を徐々に増加させるように可燃性ガス流量調節
バルブ１６の開度を増加させる。これにより、混合ガスに含まれる可燃性ガスの混合比率
が徐々に増加し、逆に混合ガスの単位体積当たりの発熱量である前記検出発熱量が徐々に
低下する。
【００７１】
　混合ガスの単位体積当たりの発熱量が基準値Ｌ１よりも低くなると、発熱量制御部２２
がガス化炉１４から主ガス供給装置３に供給される可燃性ガスの流量を徐々に減少させる
ように可燃性ガス流量調節バルブ１６の開度を減少させる。これにより、混合ガスに含ま
れる可燃性ガスの混合比率が徐々に減少し、逆に混合ガスの単位体積当たりの発熱量であ
る前記検出発熱量が徐々に増加する。このようにして、前記検出発熱量を基準値Ｌ１の近
傍に保つことが達成される。このことは、ガスエンジン２に燃料ガスとして供給される混
合ガスにガスエンジン２が稼働する範囲で可能な限り多くの可燃性ガスを含めることによ
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り、ガスエンジン２の正常運転を保証しながら、より多くの可燃性ガスのエネルギーをガ
スエンジン２で効率よく回収することを可能にする。
【００７２】
　一方、可燃性ガスの流量を減少し続けても、前記混合ガスの前記検出発熱量が基準値Ｌ
１よりも高くならない場合は、前記予備ガスの供給が開始される。前記予備ガスの供給が
開始されると、前記予備ガスと前記可燃性ガスと前記メタンガスとが混合位置１１におい
て混合されて前記混合ガスとなり、前記混合ガスの前記検出発熱量が増加に転じる。そし
て、メタンガス供給部１０から主ガス供給装置３に供給される前記メタンガスの流量が前
記メタンガス復帰判定値よりも高くなると、前記予備ガスの供給が停止される。
【００７３】
　上記第１実施形態の廃棄物処理システム１では、バイオマスや廃棄物のうちのガス化原
料１２の燃焼により生じた可燃性ガスの発熱量が低くても、当該可燃性ガスにメタン発酵
により生成されたメタンガスを混合してガスエンジン２の燃料ガスとして使用可能な発熱
量をもつ混合ガスを生成することで、その可燃性ガスが持つエネルギーをガスエンジン２
で効率良く回収することができる。また、メタンガス供給部１０により主ガス供給装置３
に供給されるメタンガスの流量が前記混合ガスの前記検出発熱量を基準値Ｌ１に近づける
ための流量に対して不足しているときに、前記予備ガスの供給が開始されるので、ガスエ
ンジン２の稼働を安定的に確保することができる。また、前記予備ガスの供給は、前記メ
タンガスの量が不足した場合のみに開始されるので、ガスエンジン２の稼働を確保するた
めの前記予備ガスの使用量を削減することができる。特に、輸入されているＬＮＧを原料
とする都市ガスなどの前記予備ガスは、バイオマスや廃棄物のうちのメタン発酵原料９か
ら生成される前記メタンガスに比べて高価であるので、前記予備ガスの供給を前記メタン
ガスが不足した場合のみ開始することにより、コストを削減することができる。
【００７４】
　上記第１実施形態の廃棄物処理システム１では、運転状態検出部３３の可燃性ガス流量
計３３ａにより計測される前記可燃性ガスの流量が可燃性ガス下限値Ｌ３以下である場合
に前記予備ガスの供給が開始されるようになるので、ガスエンジン２の稼働を安定的に確
保することができる。また、前記可燃性ガスの流量が可燃性ガス下限値Ｌ３よりも高いと
きは、前記予備ガスの供給が開始されないので、ガスエンジン２の稼働を確保するための
前記予備ガスの使用量を削減することができる。また、前記メタンガスの量が低下してい
るにも関わらず、前記混合ガスの前記検出発熱量が基準値Ｌ１よりも高いときに、前記予
備ガスが供給されてしまうことを防ぐこともできる。例えば、前記可燃性ガスの単位体積
当たりの発熱量が大きくなると、前記メタンガスの量が低下していても、前記混合ガスの
前記検出発熱量が基準値Ｌ１を満たすことができるようになる。そのため、前記混合ガス
の前記検出発熱量が基準値Ｌ１を満たしているにも関わらず、前記メタンガスの量が低下
している状態が起こり得る。このような場合に、前記予備ガスが供給されてしまうことを
防ぐことができる。
【００７５】
　上記第１実施形態の廃棄物処理システム１では、メタンガス供給部１０により主ガス供
給装置３に供給される前記メタンガスの流量が前記混合ガスの前記検出発熱量を基準値Ｌ
１に近づけるための流量に対して充足していると復帰判定部３５が判定したときに、ガス
エンジン２への前記予備ガスの供給が停止される。そのため、ガスエンジン２の稼働を安
定的に確保するための前記予備ガスの使用量が最小限に抑えられる。
【００７６】
　上記第１実施形態の廃棄物処理システム１では、運転状態検出部３３のメタンガス流量
計３３ｂにより計測された前記メタンガスの流量が予め設定された前記メタンガス復帰判
定値よりも高くなったときに、前記メタンガスの流量が前記混合ガスの前記検出発熱量を
基準値Ｌ１に近づけるための流量に対して充足していると復帰判定部３５が判定すること
によって前記予備ガスの供給が停止される。このように、復帰判定部３５の前記判定は、
前記メタンガスの流量に基づいて直接的に行われるので、前記メタンガスの流量が復帰し
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たにも関わらず、前記予備ガスの供給が停止されないことを確実に防ぐことができる。
【００７７】
　以上に説明した廃棄物処理システム１は、本発明の一実施形態であり、その具体的構成
については、適宜変更可能である。以下、図４～６を参照し、第２～第４実施形態に係る
廃棄物処理システムについて説明する。
【００７８】
　第２実施形態の廃棄物処理システムでは、メタンガス供給部１０から主ガス供給装置３
に供給される前記メタンガスの流量に基づいて前記予備ガスの供給を開始するか否かが判
定されている点で、主ガス供給装置３からガスエンジン２へ供給される前記可燃性ガスの
流量に基づいて前記予備ガスの供給を開始するか否かが判定される第１実施形態と相違し
ている。その他の構成については、第２実施形態の廃棄物処理システムは、第１実施形態
の廃棄物処理システム１と同様の構成を備える。第１実施形態と同様の構成については、
第１実施形態と同様の符号を付してその説明が省略される。
【００７９】
　第２実施形態の廃棄物処理システムでは、不足判定部３４は、運転状態検出部３３のメ
タンガス流量計３３ｂにより測定された前記メタンガスの流量が前記メタンガス下限値以
下であるか否かを判定する（第１実施形態のステップＳ６に対応）。前記メタンガスの流
量が前記メタンガス下限値以下であると判定された場合、前記メタンガスの流量は前記混
合ガスの前記検出発熱量を基準値Ｌ１に近づけるための流量に対して不足している状態で
あるため、前記予備ガスの供給を開始すべく、処理がステップＳ６からステップＳ７に進
められる（図２参照）。尚、メタンガス下限値は、第１実施形態のメタンガス復帰判定値
よりも低い値に設定されてもよく、第１実施形態のメタンガス復帰判定値と同じ値に設定
されてもよい。
【００８０】
　第２実施形態の廃棄物処理システムでは、不足判定部３４は、前記メタンガスの流量に
基づいて直接的に前記メタンガスの流量が前記混合ガスの前記検出発熱量を基準値Ｌ１に
近づけるための流量に対して不足しているか否かを判定するので、前記メタンガスの流量
が不足しているときは確実に前記予備ガスの供給が開始される。そのため、ガスエンジン
２の稼働を安定的に確保することができる。また、前記メタンガスの流量が、前記メタン
ガス下限値よりも高いときは、前記予備ガスの供給が開始されないので、ガスエンジン２
の稼働を確保するための前記予備ガスの使用量を削減することができる。さらに、前記可
燃性ガスの流量が低下しているにも関わらず、前記混合ガスの前記検出発熱量が基準値Ｌ
１を満たしているときに、前記予備ガスが供給されてしまうことを防ぐこともできる。例
えば、ガス化炉１４の稼働が停止したり、混合調節装置２５に不具合が生じたりすると、
ガス化炉１４から主ガス供給装置３に供給される前記可燃性ガスの流量が減少する。この
ような場合は、前記メタンガスの流量は低下しておらず、前記混合ガスの前記検出発熱量
は基準値Ｌ１を満たしている状態と考えられるため、このような場合に、前記予備ガスが
供給されてしまうことを防ぐことができる。
【００８１】
　第２実施形態の廃棄物処理システムでは、前記メタンガスの流量が前記メタンガス下限
値以下であるか否かの判定と、前記メタンガスの流量が前記メタンガス復帰判定値よりも
高いか否かの判定は、いずれも、単一のメタンガス流量計３３ｂにより測定された前記メ
タンガスの流量に基づいて行われる。そのため、第２実施形態の廃棄物処理システムでは
、第１実施形態における可燃性ガス流量計３３ａを省略することができる。
【００８２】
　次に、図５を参照し、第３実施形態に係る廃棄物処理システムついて説明する。
【００８３】
　第３実施形態の廃棄物処理システムでは、予備ガス供給装置３０からガスエンジン２に
前記予備ガスが直接供給されている点と、前記可燃性ガスの流量に基づいて前記予備ガス
の供給を停止するか否かが判定されている点において第１実施形態と相違している。その



(17) JP 2019-13908 A 2019.1.31

10

20

30

40

50

他の構成については、第３実施形態の廃棄物処理システムは、第１実施形態の廃棄物処理
システム１と同様の構成を備える。第１実施形態と同様の構成については、第１実施形態
と同様の符号を付してその説明が省略される。
【００８４】
　第３実施形態の廃棄物処理システムでは、復帰判定部３５は、主ガス供給装置３からガ
スエンジン２に供給される前記可燃性ガスの流量が可燃性ガス復帰判定値よりも高いか否
かを判定する（第１実施形態におけるステップＳ８に対応）。前記可燃性ガスの流量が可
燃性ガス復帰判定値よりも高いと判定された場合、前記メタンガスの流量は、前記混合ガ
スの前記検出発熱量を基準値Ｌ１に近づけるための流量に対して充足している状態である
ため、前記予備ガスの供給を停止すべく、処理がステップＳ８からステップＳ９に進めら
れる（図２参照）。尚、可燃性ガス復帰判定値は、第１実施形態の可燃性ガス下限値Ｌ３
よりも高い値に設定されてもよく、第１実施形態の可燃性ガス下限値Ｌ３と同じ値に設定
されてもよい。
【００８５】
　次に、第３実施形態の計測制御ユニット１７と予備ガス供給制御装置３２における処理
の流れについて図２を参照しながら説明する。第１実施形態と同一のステップについては
、説明が省略される。
【００８６】
　第３実施形態の廃棄物処理システムでは、前記予備ガスは、混合位置１１において前記
可燃性ガスと前記メタンガスとともに混合されることなく、ガスエンジン２に直接供給さ
れている（図５参照）。そのため、ステップＳ７において、前記予備ガスの供給が開始さ
れても、前記混合ガスの前記検出発熱量は増加しないため、処理はステップＳ３からステ
ップＳ５に流れ続ける。
【００８７】
　一方、メタンガス供給部１０から主ガス供給装置３に供給される前記メタンガスの流量
が増加し、前記混合ガスの前記検出発熱量が基準値Ｌ１よりも高くなると、前記可燃性ガ
スの流量を増加すべく、処理がステップＳ３からステップＳ４に進められる。前記可燃性
ガスの流量が前記可燃ガス復帰判定値よりも高くなると、前記予備ガスの供給を停止すべ
く、処理がステップＳ８からステップＳ９に進められる。このようにして、第３実施形態
の廃棄物処理システムでは、前記予備ガスの供給の停止が行われる。
【００８８】
　第３実施形態の廃棄物処理システムでは、前記予備ガスは前記混合ガスに混合させるこ
となくガスエンジン２に直接供給されているので、前記予備ガスの単位体積当たりの発熱
量は前記混合ガスの前記検出発熱量に加算されていない。そのため、前記メタンガスの流
量が前記混合ガスの前記検出発熱量を基準値Ｌ１に対して近づけるための流量に対して充
足しているか否かの判定に前記予備ガスが影響しないので、復帰判定部３５は、前記メタ
ンガスの流量が復帰しているか否かの判定を正確に行うことができる。また、前記予備ガ
スが供給されている間、前記可燃性ガスの流量は前記メタンガスの流量が増加するにつれ
て増加していくように前記混合ガスの前記混合比率が発熱量制御部２２により調節される
ので、復帰判定部３５は、前記可燃性ガスの流量に基づいて前記メタンガスの流量が復帰
したか否かの判定を行うことができる。
【００８９】
　第３実施形態の廃棄物処理システムでは、前記可燃性ガスの流量が前記可燃性ガス復帰
判定値よりも高いか否かの判定と、前記可燃性ガスの流量が可燃性ガス下限値Ｌ３以下で
あるか否かの判定は、いずれも、単一の可燃性ガス流量計３３ａにより測定された前記可
燃性ガスの流量に基づいて行われる（図５参照）。そのため、第３実施形態の廃棄物処理
システムでは、第１実施形態におけるメタンガス流量計３３ｂを省略することができる。
【００９０】
　次に、図６を参照し、第４実施形態に係る廃棄物処理システムついて説明する。
【００９１】
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　第４実施形態の廃棄物処理システムでは、メタンガス供給部１０から主ガス供給装置３
に供給される前記メタンガスの流量に基づいて前記予備ガスの供給を開始するか否かが判
定されている点で、主ガス供給装置３からガスエンジン２に供給される前記可燃性ガスの
流量に基づいて前記予備ガスの供給を開始するか否かが判定されている第３実施形態と相
違している。その他の構成については、第４実施形態の廃棄物処理システムは、第３実施
形態と同様の構成を備えている。第３実施形態と同様の構成については、第３実施形態と
同様の符号を付してその説明が省略される。
【００９２】
　第４実施形態の廃棄物処理システムでは、不足判定部３４は、メタンガス供給部１０か
ら主ガス供給装置３に供給される前記メタンガスの流量がメタンガス下限値以下であるか
否かを判定する（第１実施形態におけるステップＳ６に対応）。前記メタンガスの流量が
前記メタンガス下限値以下であると不足判定部３４により判定された場合、前記メタンガ
スの流量は前記混合ガスの前記検出発熱量を基準値Ｌ１に近づけるための流量に対して不
足している状態であるため、前記予備ガスの供給を開始すべく、処理がステップＳ６から
ステップＳ７に進められる（図２参照）。尚、メタンガス下限値は、第２実施形態のメタ
ンガス下限値と同様の値に設定されてもよい。
【００９３】
　尚、上記第３及び第４実施形態の廃棄物処理システムでは、前記メタンガスの流量が前
記混合ガスの前記検出発熱量を基準値Ｌ１に近づけるための流量に対して充足しているか
否かの判定は、主ガス供給装置３からガスエンジン２に供給される前記可燃性ガスの流量
に基づいて行われたが、メタンガス供給部１０から主ガス供給装置３に供給される前記メ
タンガスの流量に基づいて行われてもよい。
【００９４】
　上記の各実施形態の廃棄物処理システムでは、混合ガスの単位体積当たりの発熱量であ
る前記検出発熱量と単一の基準値Ｌ１との対比に基づいて可燃性ガスの混合比率が増減さ
れたが、前記検出発熱量が予め設定された許容範囲に収まっている場合には前記混合比率
を維持するような操作がなされてもよい。すなわち、前記検出発熱量が前記許容範囲より
も高い場合にのみ前記可燃性ガスの混合比率を増加させる操作が行われ、前記検出発熱量
が前記許容範囲よりも低い場合にのみ前記可燃性ガスの混合比率を減少させる操作が行わ
れてもよい。また、当該発熱量制御にヒステリシスが与えられてもよい。
【００９５】
　上記の各実施形態では、可燃性ガス流量調節バルブ１６は、ガス化炉１４と不純物除去
装置１５との間に配置されたが、不純物除去装置１５と混合位置１１との間に配置されて
もよい。あるいは、メタンガス供給部１０から主ガス供給装置３に供給される前記メタン
ガスの流量を増減させるべくメタンガス供給部１０と混合位置１１との間に設けられても
よい。しかしながら、可燃性ガス流量調節バルブ１６がガス化炉１４と不純物除去装置１
５との間に設置されることは、ガスエンジン２に供給されない可燃性ガス（余剰分の可燃
性ガス）が不純物除去装置１５に送られることを阻止して不純物除去装置１５の負荷を低
減することを可能にする利点がある。
【符号の説明】
【００９６】
　１　　　　　廃棄物処理システム
　２　　　　　ガスエンジン
　３　　　　　主ガス供給装置
　９　　　　　メタン発酵原料
　１０　　　　メタンガス供給部
　２２　　　　発熱量制御部
　２５　　　　混合調節装置
　２６　　　　混合ガス発熱量検出装置
　３０　　　　予備ガス供給装置
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　３２　　　　予備ガス供給制御装置
　３３　　　　運転状態検出部
　３４　　　　不足判定部
　３５　　　　復帰判定部
　３６　　　　予備ガス供給指令部
　Ｌ２　　　　必要発熱量

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年10月29日(2018.10.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　具体的には、本発明に係る廃棄物処理システムは、バイオマス及び廃棄物のうちガス化
可能なガス化原料として分別されたものを熱分解・ガス化させて可燃性ガスを生成するガ
ス化炉と、供給される燃料ガスの持つエネルギーを機械的エネルギーに変換して回収する
ガスエンジンであって、当該ガスエンジンの稼働に必要な単位体積当たりの発熱量である
必要発熱量が前記ガス化炉により生成される可燃性ガスの単位体積当たりの発熱量よりも
大きいものと、前記バイオマス及び前記廃棄物のうちメタン発酵が可能なメタン発酵原料
として分別されたものをメタン発酵させることによりメタンガスを生成して送り出すメタ
ンガス供給部と、前記ガス化炉において生成される可燃性ガスと前記メタンガス供給部か
ら供給されるメタンガスとを混合して前記ガスエンジンの前記必要発熱量よりも高い発熱
量を有する混合ガスを生成し、当該混合ガスを前記ガスエンジンに前記燃料ガスとして供
給する主ガス供給装置と、前記必要発熱量よりも高い発熱量を有する予備ガスを前記ガス
エンジンに前記燃料ガスとして供給する予備ガス供給装置と、前記予備ガス供給装置の作
動を制御する予備ガス供給制御装置と、を備える。前記主ガス供給装置は、前記混合ガス
の単位体積当たりの発熱量を検出する混合ガス発熱量検出装置と、前記混合ガス発熱量検
出装置により検出された前記発熱量に基づいて、前記ガスエンジンの前記燃料ガスとして
使用可能な発熱量をもつ前記混合ガスを生成するように前記可燃性ガスと前記メタンガス
との混合比率を調節する混合調節装置と、を有する。当該混合調節装置は、前記混合ガス
発熱量検出装置により検出された前記混合ガスの単位体積当たりの発熱量である検出発熱
量と前記必要発熱量よりも大きい基準値とを対比して当該基準値に当該検出発熱量を近づ
けるように前記可燃性ガスの前記ガスエンジンへの量を増減させることにより前記可燃性
ガスと前記ガスエンジンとの混合比率を調節する発熱量制御部を有する。前記予備ガス供
給制御装置は、前記主ガス供給装置の運転状態であって前記メタンガス供給部により前記
主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が前記検出発熱量を前記基準値に近づけるた
めの量に対して不足しているか否かを判定するための運転状態を検出する運転状態検出部
と、その検出された運転状態に基づいて前記メタンガス供給部により前記主ガス供給装置
に供給されるメタンガスの量が不足しているか否かを判定する不足判定部と、前記メタン
ガス供給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が不足していると前記
不足判定部が判定したときにのみ前記ガスエンジンへの前記予備ガスの供給を開始させる
予備ガス供給指令部と、を有する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　本発明に係る廃棄物処理方法は、バイオマス及び廃棄物のうち熱分解・ガス化が可能な
ガス化原料として分別されたものを熱分解・ガス化させて可燃性ガスを生じさせるガス化
工程と、前記バイオマス及び前記廃棄物のうちメタン発酵が可能なメタン発酵原料として
分別されたものからメタンガスを生じさせるメタン発酵工程と、前記可燃性ガスと前記メ
タンガスとを混合して混合ガスを生成して当該混合ガスを、稼働に必要な単位体積当たり
の発熱量である必要発熱量が前記ガス化工程で生成される可燃性ガスの単位体積当たりの
発熱量よりも高いガスエンジンに燃料ガスとして供給する混合供給工程と、前記必要発熱
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量よりも高い発熱量を有する予備ガスをガスエンジンに供給する予備ガス供給工程と、を
備える。前記混合供給工程は、前記混合ガスの単位体積当たりの発熱量を検出することと
、その検出された検出発熱量と前記ガスエンジンの前記必要発熱量よりも大きい基準値と
を対比して当該基準値に当該検出発熱量を近づけるように前記可燃性ガスの前記ガスエン
ジンへの量を増減させることにより前記可燃性ガスと前記ガスエンジンとの混合比率を調
節することと、を含む。前記予備ガス供給工程は、前記主ガス供給装置の運転状態であっ
て前記メタンガス供給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が前記検
出発熱量を前記基準値に近づけるための量に対して不足しているか否かを判定するための
運転状態を検出することと、その検出された運転状態に基づいて前記メタンガス供給部に
より前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が不足しているか否かを判定するこ
とと、前記メタンガス供給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が不
足していると判定したときにのみ前記ガスエンジンへの前記予備ガスの供給を開始するこ
とと、を含む。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バイオマス及び廃棄物のうちガス化可能なガス化原料として分別されたものを熱分解・
ガス化させて可燃性ガスを生成するガス化炉と、
　供給される燃料ガスの持つエネルギーを機械的エネルギーに変換して回収するガスエン
ジンであって、当該ガスエンジンの稼働に必要な単位体積当たりの発熱量である必要発熱
量が前記ガス化炉により生成される可燃性ガスの単位体積当たりの発熱量よりも大きいも
のと、
　前記バイオマス及び前記廃棄物のうちメタン発酵が可能なメタン発酵原料として分別さ
れたものをメタン発酵させることによりメタンガスを生成して送り出すメタンガス供給部
と、
　前記ガス化炉において生成される可燃性ガスと前記メタンガス供給部から供給されるメ
タンガスとを混合して前記ガスエンジンの前記必要発熱量よりも高い発熱量を有する混合
ガスを生成し、当該混合ガスを前記ガスエンジンに前記燃料ガスとして供給する主ガス供
給装置と、
　前記必要発熱量よりも高い発熱量を有する予備ガスを前記ガスエンジンに前記燃料ガス
として供給する予備ガス供給装置と、
　前記予備ガス供給装置の作動を制御する予備ガス供給制御装置と、を備え、
　前記主ガス供給装置は、前記混合ガスの単位体積当たりの発熱量を検出する混合ガス発
熱量検出装置と、前記混合ガス発熱量検出装置により検出された前記発熱量に基づいて、
前記ガスエンジンの前記燃料ガスとして使用可能な発熱量をもつ前記混合ガスを生成する
ように前記可燃性ガスと前記メタンガスとの混合比率を調節する混合調節装置と、を有し
、当該混合調節装置は、前記混合ガス発熱量検出装置により検出された前記混合ガスの単
位体積当たりの発熱量である検出発熱量と前記必要発熱量よりも大きい基準値とを対比し
て当該基準値に当該検出発熱量を近づけるように前記可燃性ガスの前記ガスエンジンへの
量を増減させることにより前記可燃性ガスと前記ガスエンジンとの混合比率を調節する発
熱量制御部を有し、
　前記予備ガス供給制御装置は、前記主ガス供給装置の運転状態であって前記メタンガス
供給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が前記検出発熱量を前記基
準値に近づけるための量に対して不足しているか否かを判定するための運転状態を検出す
る運転状態検出部と、その検出された運転状態に基づいて前記メタンガス供給部により前
記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が不足しているか否かを判定する不足判定
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部と、前記メタンガス供給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が不
足していると前記不足判定部が判定したときにのみ前記ガスエンジンへの前記予備ガスの
供給を開始させる予備ガス供給指令部と、を有する、廃棄物処理システム。
【請求項２】
　前記運転状態検出部が計測する運転状態には、前記主ガス供給装置から前記ガスエンジ
ンに供給される前記可燃性ガスの量が含まれ、前記不足判定部は、前記運転状態検出部に
より計測される前記可燃性ガスの量が予め設定された可燃性ガス下限値以下である場合に
前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が不足していると判定する、請求項１記
載の廃棄物処理システム。
【請求項３】
　前記運転状態検出部が計測する運転状態には、前記主ガス供給装置から前記ガスエンジ
ンに供給される前記メタンガスの量及び前記メタンガス供給部から前記主ガス供給装置に
供給される前記メタンガスの量の少なくとも一方が含まれ、前記不足判定部は、前記運転
状態検出部により計測される前記メタンガスの量が予め設定されたメタンガス下限値以下
である場合に前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が不足していると判定する
、請求項１記載の廃棄物処理システム。
【請求項４】
　前記予備ガス供給制御装置は、前記運転状態検出部により検出される前記主ガス供給装
置の運転状態に基づいて前記メタンガス供給部により前記主ガス供給装置に供給されるメ
タンガスの量が前記検出発熱量を前記基準値に近づけるための量に達するまで復帰したか
否かを判定する復帰判定部をさらに備え、前記予備ガス供給指令部は、前記メタンガス供
給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が復帰したと前記復帰判定部
が判定したときに前記ガスエンジンへの前記予備ガスの供給を停止させる、請求項１～３
の何れか１項記載の廃棄物処理システム。
【請求項５】
　前記運転状態検出部が計測する運転状態には、前記主ガス供給装置から前記ガスエンジ
ンに供給される前記メタンガスの量及び前記メタンガス供給部から前記主ガス供給装置に
供給される前記メタンガスの量の少なくとも一方が含まれ、前記復帰判定部は、前記運転
状態検出部により計測された前記メタンガスの量が予め設定されたメタンガス復帰判定値
よりも高くなった場合に前記メタンガス供給部により前記主ガス供給装置に供給されるメ
タンガスの量が復帰したと判定する、請求項４記載の廃棄物処理システム。
【請求項６】
　前記予備ガス供給装置は、前記予備ガスを前記混合ガスに混合させることなく前記ガス
エンジンに供給するものであり、前記運転状態検出部が計測する運転状態には、前記主ガ
ス供給装置から前記ガスエンジンに供給される前記可燃性ガスの量が含まれ、前記復帰判
定部は前記運転状態検出部により計測された前記可燃性ガスの量が予め設定された可燃性
ガス復帰判定値よりも高くなった場合に前記メタンガス供給部により前記主ガス供給装置
に供給されるメタンガスの量が復帰したと判定する、請求項４記載の廃棄物処理システム
。
【請求項７】
　バイオマス及び廃棄物のうち熱分解・ガス化が可能なガス化原料として分別されたもの
を熱分解・ガス化させて可燃性ガスを生じさせるガス化工程と、
　前記バイオマス及び前記廃棄物のうちメタン発酵が可能なメタン発酵原料として分別さ
れたものからメタンガスを生じさせるメタン発酵工程と、
　前記可燃性ガスと前記メタンガスとを混合して混合ガスを生成して当該混合ガスを、稼
働に必要な単位体積当たりの発熱量である必要発熱量が前記ガス化工程で生成される可燃
性ガスの単位体積当たりの発熱量よりも高いガスエンジンに燃料ガスとして供給する混合
供給工程と、
　前記必要発熱量よりも高い発熱量を有する予備ガスを前記ガスエンジンに供給する予備
ガス供給工程と、を備え、
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　前記混合供給工程は、前記混合ガスの単位体積当たりの発熱量を検出することと、その
検出された検出発熱量と前記ガスエンジンの前記必要発熱量よりも大きい基準値とを対比
して当該基準値に当該検出発熱量を近づけるように前記可燃性ガスの前記ガスエンジンへ
の量を増減させることにより前記可燃性ガスと前記ガスエンジンとの混合比率を調節する
ことと、を含み、
　前記予備ガス供給工程は、前記主ガス供給装置の運転状態であって前記メタンガス供給
部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が前記検出発熱量を前記基準値
に近づけるための量に対して不足しているか否かを判定するための運転状態を検出するこ
とと、その検出された運転状態に基づいて前記メタンガス供給部により前記主ガス供給装
置に供給されるメタンガスの量が不足しているか否かを判定することと、前記メタンガス
供給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が不足していると判定した
ときにのみ前記ガスエンジンへの前記予備ガスの供給を開始することと、を含む、廃棄物
処理方法。
【請求項８】
　前記予備ガス供給工程は、前記主ガス供給装置の運転状態に基づいて前記メタンガス供
給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が前記検出発熱量を前記基準
値に近づけるための量に達するまで復帰したか否かを判定することと、前記メタンガス供
給部により前記主ガス供給装置に供給されるメタンガスの量が復帰したと前記復帰判定部
が判定したときに前記ガスエンジンへの前記予備ガスの供給を停止させることと、含む請
求項７記載の廃棄物処理方法。
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